
令和４年度から人間ドック等受診費助成金を変更します。【予定】

Ｑ１ 受診費用が 44,000円(消費税込) でしたが、助成金はいくらになりますか？

Ａ１ 消費税抜きで 40,000円 になりますので、

上限額の 25,000円 が助成金になります。

Ｑ２ 受診費用が 22,000円(消費税込) のときは？

Ａ２ 消費税抜きで 20,000円 になりますので、

受診費用の額の 20,000円 が助成金になります。

日置市 国民健康保険・後期高齢者医療保険 からのお知らせ
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助成金の額について

※人間ドック等には、特定健康診査の項目が全て含まれていること。

<注> 特定健康診査を受診した場合は、

人間ドック等受診費助成金の交付の対象とならない。

※検査結果を市へ情報提供し、検査結果について市の保健指導を受けること。

Ｑ３ 令和4年10月1日で 30歳 になりますが、節目ドックの対象者になりますか？

Ａ３ 節目ドックの対象者になります。

例：令和4年度が助成対象者となる30歳の方は、

平成4年4月1日～平成5年3月31日生まれの方です。

助成対象者について

申し込み案内は、４月以降になります。

国民健康保険
被保険者

後期高齢者医療保険
被保険者

ただし、受診費が25,000円に
満たない場合は、受診費用の額
とする。

人間ドック

脳ドック

がんドック

節目ドック

 受診日の属する年度において

 30歳、35歳、40歳、45歳、

 50歳、55歳、60歳、65歳、

 70歳の年齢に達する者

 受診日の属する年度において

 65歳、70歳の年齢に達する者

 35,000円（消費税を除く。）

ただし、受診費が35,000円に
満たない場合は、受診費用の額
とする。

人間ドック

人間ドック等の種類

助成対象者

助成金の額

 受診日において

 30歳以上の者
 全ての被保険者

 25,000円（消費税を除く。）

脳ドック


